
 

                   

空き家の相続や売買などの専門家・専門企業が空き家所有者様の 

ご相談に応じる「空き家等対策相談会」を開催します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「空き家所有者向け相談会」のご案内 

  ２０２４年２月１７日（土曜日）１０：００～１４：００ 

   北洋大通センター４階 

セミナーホール 

（札幌市中央区大通西３丁目７） 

開催日時  

 

会 場  

 「大通ビッセ」の建物です  
○札幌駅前通地下歩行空間直結 

○JR札幌駅徒歩 10 分 

  下記「主催」欄に名前のある市町村に空き家などをお持ちの方 

 

対 象  

   専門家・専門企業が設置する相談ブースにて、空き家の相続や売却、家財整理 

  などについてご相談いただけます。（１ブースあたり２０分程度ご相談いただけます） 
 

          【相談ブース出展予定】（事情により変更となる可能性があります） 

         ・北海道行政書士会    ・全日本不動産協会北海道本部 

         ・交洋不動産株式会社   ・株式会社ネクステップ 

         ・０円都市開発合同会社 

内 容 

 【申込み方法】(以下の①、②いずれかの方法でお申し込みください) 

  ① 別紙の「申込書」に必要事項を記載のうえ、下記申込み先まで 

持参するか、電子メールで送信してください。 
 

        ② ホームページ内の申込フォームに必要事項を記入し、送信してください。 

  ※お電話でも受け付けますが、できるだけ上記の方法でお願いいたします。 
 

 【申込み期限】 ２０２４年２月９日（金曜日）必着 （先着３０名） 

  ※１月３１日の時点で参加申込数が少ない場合、開催を中止する可能性がありますので 

   可能な限りお早めにお申し込みください。  

 【申込み先・問い合わせ先】 

   札幌市 都市局 建築指導部 建築安全推進課（空き家対策担当：岡本・平井） 
 

（住所）〒060-8611 札幌市中央区北 1条西 2丁目 札幌市役所 2階 

（電話）011-211-2808 （F A X）011-211-2823 

（電子メール）akiya@city.sapporo.jp 

（ＨＰ）https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/r05_sodankai01.html 

申込方法 

・問合せ 

  【主催】札幌市、岩内町、美瑛町、知内町、鷹栖町、豊浦町 

   【共催】北洋銀行 

 

主催・共催 
さっぽろ市 
02-M03-23-2460 
R5-2-1505 

二次元コード 


